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基地周辺整備対策の推進について要請 

 

 盛夏の候、貴職におかれましては益々ご清祥のことと存じます｡ 

 平素より本市の基地周辺整備対策につきましては、特段のご高配を賜り深

く感謝申し上げる次第であります｡ 

 さて、本市は、市域における市街地の半分近くが米軍横田基地の飛行直下

に位置していることから、半世紀余に亘り航空機騒音被害及び航空機事故等

への不安を常に抱えております。横田基地が市民生活やまちづくりに与える

影響は非常に大きく、航空機騒音の軽減と、国による障害防止、民生安定諸

施策の充実は市民にとって切実な要望であることから、市の重要な課題とな

っております｡ 

 また、平成 24 年３月に発足した航空自衛隊横田基地の運用による住民の負

担軽減に資するため、国による一層の周辺環境への配慮が求められていると

ころであります。 

 一方、平成 17 年 10 月の住宅防音工事対象区域縮小に係る告示により、本

市の事業にも様々な影響が表面化しておりますが、本告示により対象区域外

となった地域上空での旋回訓練は依然として行われており、市民が日常感じ

る騒音の実感は以前と全く変わるところがありません。また、航空機騒音測

定回数は依然、高い水準で推移しており、編隊飛行や人員降下訓練等が頻繁

に実施されるなど、基地の運用は全く不透明であり、市街地上空での飛行訓

練は事故等の危険性はもとより、騒音被害は甚大なものであります。  

更に、横田基地へのＣＶ－２２オスプレイの配備が計画されているが、こ

の配備に対して、周辺住民の中には安全性への懸念や騒音被害増加への不安

があることから、基地運用上の安全対策はもとより、国による一層の周辺環

境への負担軽減策が求められているところであります。 

国におかれましては、基地周辺地域の生活環境等の整備に向け諸施策を講

じられておりますが、地域の実情を十分に踏まえ、少なくとも国によりこれ

まで整備された施設については、地域が必要とする限り今後とも積極的に整

備を推進されることを強く望むものであります｡ 

 本市といたしましては引き続き、障害防止、民生の安定に向けた積極的な

取組みを行ってまいる所存であり、それには国の基地周辺整備対策の更なる

充実が不可欠であります｡ 

 つきましては、市の実情をご賢察いただき、別紙要請事項の早期実現につ

いて、ご高配を賜りたく要請いたします｡ 
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要  請  事  項 

 

 １ 補助制度の拡充等について 

  （１）テレビ受信料減免区域の拡大及び受信料（衛星放送含む）の全額

免除並びに電話通話料助成措置を図られたい｡若しくは、対象となる

住宅の防音工事の早期実施により、良好なテレビ視聴環境及び電話

通話環境の整備を図られたい。 

  （２）義務教育施設等に係る維持管理費は、児童・生徒等の学習環境を

維持していく観点から、その全額を国庫負担とされたい｡また、学習

等供用施設についても、国庫補助制度の導入を図るとともに、住宅

防音施設については、生活保護世帯に限ることなく全世帯を補助対

象とされたい。 

  （３）障害防止対策事業、民生安定施設整備事業により建設した施設に

係る修繕・改修工事については、これまでにも一定の拡充が図られ

ていることは承知しているが、引き続き、補助対象の更なる拡充及

び要件の緩和を図られたい。 

（４）これまで障害防止対策事業、民生安定施設整備事業として実施し

てきた小中学校や学習等供用施設等に係る防音助成については、一

定の採択基準はあるものの、近年の生活環境の状況や教育活動の現

状等に適しているのか更なる検討を進め、地域の実情に即し、これ

までどおり市内全域１級工事により実施されたい。 

市立拝島中学校、光華小学校、清泉中学校、中神小学校、玉川小

学校、富士見丘小学校、拝島第一小学校に続いて拝島第三小学校の

１級防音工事での不採択を始め、学習等供用施設の改修等について

も、防音補助での採択が厳しい状況である。 

一方で、事件事故等による周辺住民への影響や、ＣＶ－２２オス

プレイ配備計画に伴う常駐機の増加を見据え、今後の基地における

騒音状況が、貴局が実施した短期間の測定結果を上回ることがない

との確約もない中で、本市市民が今後も飛行直下で日常生活を送る

ことを考えれば、貴局のこの判断は到底受け入れることはできない。

申し上げるまでもなく、米軍の運用実態は飛行ルート、飛行時間帯

がまったく定まらないものであり、米軍基地を抱える本市の教育施

設や民生安定施設のすべてが防音施設であることは当然である。 

国からの補助を受けて整備したこれらの教育施設等について、経

年により低下した防音機能の復旧を実施する際には、短期間での騒

音測定の結果により、騒音防止事業において１級工事が不採択とな

った場合においても、既存の制度にとらわれることなく、１級相当

の補助内容で実施できるよう、助成制度の見直しを図られたい。 
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在日米軍と航空自衛隊が共同使用する横田基地の重要性と、基地

を抱える本市の状況を最大限考慮し、将来を見据えた中での事業採

択を強く要望する。 

（５）民生安定事業について、平成 26 年度には老人福祉センター、保育

施設の新設が一般助成の対象となるなど一定の拡充が図られている

ことは承知している。しかしながら、本市の地域事情も勘案し、中

規模集会施設、学校給食共同調理場、総合スポーツセンター、調節

池等を活用した屋外運動場等の施設に対する助成制度の創設や拡充

をされたい。 

（６）騒音測定機器等の入替や保守に係る費用について、新たな助成措

置を講じられたい。 

 

 ２ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（以下「法」という。） 

第４条に規定する住宅防音工事の拡充について 

  （１）住宅防音工事の適用範囲を Lden57(70Ｗ)まで拡大されたい｡ 

  （２）Lden70(85Ｗ)以上の区域に所在する住宅が対象とされている外郭

防音工事の範囲の拡大を図られたい｡ 

  （３）区域指定後住宅の早期範囲拡大を図られたい｡ 

  （４）空調機器の更新時には、10 分の１が自己負担となっているが、生

活保護受給世帯のみならず、全額補助とされたい｡ 

  （５）防音工事の実施にあたっては、全ての指定区域を第一工法で行う

よう措置されたい｡ 

  （６）申請手続等における住民負担増大や工事遅滞をきたすことなく引

き続き円滑に実施すること。 

 

 ３ 法第９条特定防衛施設周辺整備調整交付金の更なる増額及び対象範囲

の拡大について 

  （１）特定防衛施設周辺整備調整交付金は、民生安定に欠かせない財源

である。騒音被害が甚大である航空機の進入表面直下であることに

加え、ＣＶ－２２オスプレイの横田基地への配備が計画されており、

基地の運用の実態及び態様も変更されることに着目し、交付金の着

実な増額を図られたい。または、新たな交付金の交付等の措置を図

られたい。 

  （２）市庁舎の補修・修繕等にも活用できるように、制度の改善を図ら

れたい。 

     

４ 米軍再編等に係る負担軽減措置について 

「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」により定められ
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た再編交付金制度については、本制度の存続若しくはこれに代わる交付

金制度の創設を要請してきたところであるが、昨年度をもって横田飛行

場に係る特別措置は終了となった。 

しかしながら、航空自衛隊航空総隊司令部の運用に加え、本年３月に

は、米軍再編に係る訓練移転の一環で、相馬原演習場及び関山演習場に

おいて日米共同訓練が行われ、横田飛行場が、参加したＭＶ－２２オス

プレイの整備拠点となるなど、基地の運用は不透明感を増している。 

更には、横田飛行場へのＣＶ－２２オスプレイの配備も計画されてお

り、今後基地が存在する限り周辺地域は影響を受け続けることから、そ

の影響に対する負担軽減策を講じられたい。 

 

５ 航空機騒音等の軽減について 

  （１）騒音や事故に対する不安が市民生活に与える影響は著しく、常駐

機（セスナを含む）の旋回訓練や戦闘機の飛来に伴う強い苦情が寄

せられている。常駐機及び米軍空母艦載機をはじめとする戦闘機の

市街地上空での飛行訓練を全面的に中止されたい｡ 

  （２）横田飛行場の騒音規制措置に関する日米合同委員会の合意事項を

２１時から７時まで延ばすよう関係当局に理解と協力を求められた

い｡また、休日、祝日、入学試験時期等特別な日における飛行中止に

ついて引き続き米側に申し入れされたい。 

（３）早朝・夜間基地内で航空機エンジンを稼動する際、消音施設を設

けるなど騒音が基地周辺住民に影響を及ぼさないよう最善の配慮を

されたい｡ 

（４）訓練時のパブリック・アドレス・システム及びグランド・バース

ト・システムの使用に当たっては、設置場所をはじめ、基地外に影

響を与えないよう必要な措置を講じることを米側に申し入れされた

い。 

 

 ６ 情報提供について 

(１) 基地周辺は市街化された人口密集地であり、基地運営に関し安全

確保の徹底を図るとともに基地に関係する訓練、事故、事件等につ

いては適宜、的確な情報提供と基地周辺への影響に十分配慮するよ

う引き続き米側に申し入れされたい｡ 

(２) 平成 31 年 10 月以降、順次、横田基地に ＣＶ－２２オスプレイの

配備が計画されているが、国の責任において、地元自治体や周辺住

民に対して更なる具体的な説明や迅速かつ正確な情報提供を行うこ

とはもとより、周辺住民の生活に支障をきたすことがないよう、徹

底した安全対策と環境への配慮を講じられたい。 
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７ 今後の基地の態様変更について 

（１）基地に関する再編についての情報提供を引き続きお願いするとと

もに、航空自衛隊航空総隊司令部の移駐後の基地使用について、周

辺住民の不安や基地周辺環境への影響を最小限に止めるため、国と

して協議に応じるなど積極的に配慮されたい。 

（２）米軍再編ロードマップで示された基地の軍民共同使用の具体的な

条件や態様に関するスタディ・グループでの検討内容や結果につい

て、情報提供されたい。また、騒音被害の増加につながりかねない、

基地の軍民共同使用について、今後、議論がされる場合には、速や

かに情報提供されたい。 

（３）横田基地がより重要な役割を担ったことに鑑み、基地周辺整備補

助金及び交付金制度や採択基準の運用等のあり方について、協議の

場を設けるなど、より一層の施策充実に向け配慮されたい。 

  

８ 基地周辺防衛管理地について 

（１）防衛省の基地周辺財産については、生活環境を損なわないよう引

き続き適正な管理をお願いする。 

（２）本市では基地周辺財産の使用許可を受け、平成 23 年度にエコパー

クの整備が完了した。これまでの、国の支援に感謝申し上げるとと

もに、引き続き市民農園や公共施設等への基地周辺財産の更なる活

用について、配慮されたい。 

（３）横田飛行場南側に位置する旧中間電波誘導信号所周辺提供地の返

還を、米側に働きかけるとともに、周辺住民が利用できる運動広場

としての整備をしていただきたい。 

 

９ その他 

非核三原則を遵守されることはもとより、日米地位協定とその運用に

ついて、環境、安全、福祉等の視点から適切な見直しが図られるよう関

係省庁に対し要望されたい｡   


